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建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
（
抄
）

※
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令

の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
令
和
五
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
る
改
正
後
の
も
の

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
面
積
、
高
さ
等
の
算
定
方
法
）

（
面
積
、
高
さ
等
の
算
定
方
法
）

第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
面
積
、
高
さ
及
び
階
数
の
算
定
方
法
は
、
当
該

第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
面
積
、
高
さ
及
び
階
数
の
算
定
方
法
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

建
築
面
積

建
築
物
（
地
階
で
地
盤
面
上
一
メ
ー
ト
ル
以
下
に
あ
る
部

二

建
築
面
積

建
築
物
（
地
階
で
地
盤
面
上
一
メ
ー
ト
ル
以
下
に
あ
る
部

分
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ

分
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ

る
柱
の
中
心
線
（
軒
、
ひ
さ
し
、
は
ね
出
し
縁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

る
柱
の
中
心
線
（
軒
、
ひ
さ
し
、
は
ね
出
し
縁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
軒
等
」
と
い
う
。
）
で
当
該
中
心
線
か

も
の
で
当
該
中
心
線
か
ら
水
平
距
離
一
メ
ー
ト
ル
以
上
突
き
出
た
も
の
が

ら
水
平
距
離
一
メ
ー
ト
ル
以
上
突
き
出
た
も
の
（
建
築
物
の
建
蔽
率
の
算

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
端
か
ら
水
平
距
離
一
メ
ー
ト
ル
後
退
し
た

定
の
基
礎
と
な
る
建
築
面
積
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
、
工
場
又
は
倉
庫

線
）
で
囲
ま
れ
た
部
分
の
水
平
投
影
面
積
に
よ
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通

の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
お
い
て
専
ら
貨
物
の
積
卸
し
そ
の
他
こ
れ
に

大
臣
が
高
い
開
放
性
を
有
す
る
と
認
め
て
指
定
す
る
構
造
の
建
築
物
又
は

類
す
る
業
務
の
た
め
に
設
け
る
軒
等
で
そ
の
端
と
敷
地
境
界
線
と
の
間
の

そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
端
か
ら
水
平
距
離
一
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部

敷
地
の
部
分
に
有
効
な
空
地
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に

分
の
水
平
投
影
面
積
は
、
当
該
建
築
物
の
建
築
面
積
に
算
入
し
な
い
。

よ
り
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る
軒
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
軒
等
」
と
い
う
。

）
の
う
ち
当
該
中
心
線
か
ら
突
き
出
た
距
離
が
水
平
距
離
一
メ
ー
ト
ル
以

上
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
端
か
ら
水
平
距
離
一
メ
ー
ト
ル
後
退
し
た
線
（
建
築
物
の

建
蔽
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
建
築
面
積
を
算
定
す
る
場
合
に
限
り
、
特

例
軒
等
の
う
ち
当
該
中
心
線
か
ら
水
平
距
離
五
メ
ー
ト
ル
以
上
突
き
出
た

も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
端
か
ら
水
平
距
離
五
メ
ー
ト
ル
以
内
で
当
該
特

例
軒
等
の
構
造
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
距
離
後
退
し
た
線
）
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）
で
囲
ま
れ
た
部
分
の
水
平
投
影
面
積
に
よ
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大

臣
が
高
い
開
放
性
を
有
す
る
と
認
め
て
指
定
す
る
構
造
の
建
築
物
又
は
そ

の
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
又
は
そ
の
部
分
の
端
か
ら
水
平
距
離

一
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
の
水
平
投
影
面
積
は
、
当
該
建
築
物
の
建
築
面

積
に
算
入
し
な
い
。

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
十
三
条
の
三

（
略
）

第
十
三
条
の
三

（
略
）

２

法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
事
務
所
そ
の
他

２

法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
事
務
所
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
特
殊
建
築
物
を
除
く
。
）
の
う
ち

こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
特
殊
建
築
物
を
除
く
。
）
の
う
ち

階
数
が
三
以
上
で
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
と
す
る

階
数
が
五
以
上
で
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
と
す
る
。

。
第
十
四
条
の
二

法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ

第
十
四
条
の
二

法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
法
第
六
条
第

二

事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
法
第
六
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
。
）
の
う
ち
階
数
が
三
以
上
で
延

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
。
）
の
う
ち
階
数
が
五
以
上
で
延

べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

（
換
気
設
備
の
技
術
的
基
準
）

（
換
気
設
備
の
技
術
的
基
準
）

第
二
十
条
の
二

法
第
二
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的

第
二
十
条
の
二

法
第
二
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的

基
準
及
び
同
条
第
三
項
（
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

基
準
及
び
同
条
第
三
項
（
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
政
令
で
定

を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
政
令
で
定
め
る
特
殊
建
築
物

め
る
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
（
第
一
号
に
お
い
て

（
第
一
号
に
お
い
て
「
特
殊
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
居
室
に
設
け
る
換
気

「
特
殊
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
居
室
に
設
け
る
換
気
設
備
の
技
術
的
基
準

設
備
の
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

換
気
設
備
の
構
造
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
（
特
殊
建
築
物
の
居
室
に

一

換
気
設
備
の
構
造
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
（
特
殊
建
築
物
の
居
室
に

設
け
る
換
気
設
備
に
あ
つ
て
は
、
ロ
か
ら
ニ
ま
で
）
の
い
ず
れ
か
に
適
合

設
け
る
換
気
設
備
に
あ
つ
て
は
、
ロ
か
ら
ニ
ま
で
）
の
い
ず
れ
か
に
適
合
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す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

自
然
換
気
設
備
に
あ
つ
て
は
、
第
百
二
十
九
条
の
二
の
五
第
一
項
の

イ

自
然
換
気
設
備
に
あ
つ
て
は
、
第
百
二
十
九
条
の
二
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

排
気
筒
の
有
効
断
面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
面
積
と
す
る

排
気
筒
の
有
効
断
面
積
は
、
次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
数
値
以

（１）

（１）

。
）
が
、
次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
必
要
有
効
断
面
積
以
上
で
あ

上
と
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。A

f
A
f

A
v

＝

A
v

＝

2
5
0
√
h

2
5
0
√
h

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値

こ
の
式
に
お
い
て
、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値

Av

Af

h

Av

Af

h

を
表
す
も
の
と
す
る
。

を
表
す
も
の
と
す
る
。

必
要
有
効
断
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

排
気
筒
の
有
効
断
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

Av

Av

居
室
の
床
面
積
（
当
該
居
室
が
換
気
上
有
効
な
窓
そ
の

居
室
の
床
面
積
（
当
該
居
室
が
換
気
上
有
効
な
窓
そ
の

Af

Af

他
の
開
口
部
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
開
口
部

他
の
開
口
部
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
開
口
部

の
換
気
上
有
効
な
面
積
に
二
十
を
乗
じ
て
得
た
面
積
を
当

の
換
気
上
有
効
な
面
積
に
二
十
を
乗
じ
て
得
た
面
積
を
当

該
居
室
の
床
面
積
か
ら
減
じ
た
面
積
）
（
単
位

平
方
メ

該
居
室
の
床
面
積
か
ら
減
じ
た
面
積
）
（
単
位

平
方
メ

ー
ト
ル
）

ー
ト
ル
）

給
気
口
の
中
心
か
ら
排
気
筒
の
頂
部
の
外
気
に
開
放
さ

給
気
口
の
中
心
か
ら
排
気
筒
の
頂
部
の
外
気
に
開
放
さ

h

h

れ
た
部
分
の
中
心
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

れ
た
部
分
の
中
心
ま
で
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

給
気
口
及
び
排
気
口
の
有
効
開
口
面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し

給
気
口
及
び
排
気
口
の
有
効
開
口
面
積
は
、

に
規
定
す
る
排
気

（２）

（２）

（１）

た
面
積
と
す
る
。
）
が
、

の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
必
要
有
効
断

筒
の
有
効
断
面
積
以
上
と
す
る
こ
と
。

（１）

面
積
以
上
で
あ
る
こ
と
。

及
び

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
衛
生
上
有
効
な
換
気
を
確
保

及
び

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
衛
生
上
有
効
な
換
気
を
確
保

（３）

（１）

（２）

（３）

（１）

（２）

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方

法
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

法
を
用
い
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ

機
械
換
気
設
備
（
中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
（
空
気
を
浄
化

ロ

機
械
換
気
設
備
（
中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
（
空
気
を
浄
化

し
、
そ
の
温
度
、
湿
度
及
び
流
量
を
調
節
し
て
供
給
（
排
出
を
含
む
。

し
、
そ
の
温
度
、
湿
度
及
び
流
量
を
調
節
し
て
供
給
（
排
出
を
含
む
。

）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以

）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
百
二
十
九
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定

に
あ
つ
て
は
、
第
百
二
十
九
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か

に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。
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有
効
換
気
量
（
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
時
で
表
し
た
量
と
す
る
。

に

有
効
換
気
量
は
、
次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
数
値
以
上
と
す
る

（１）

（２）

（１）

お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
必
要
有
効
換
気

こ
と
。

量
以
上
で
あ
る
こ
と
。

2
0
A
f

2
0
A
f

Ｖ
＝
Ｖ

＝

Ｎ
Ｎ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｖ
、

及
び
Ｎ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｖ
、

及
び
Ｎ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値

Af

Af

を
表
す
も
の
と
す
る
。

を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｖ

必
要
有
効
換
気
量
（
単
位

一
時
間
に
つ
き
立
方
メ
ー

Ｖ

有
効
換
気
量
（
単
位

一
時
間
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル

ト
ル
）

）

居
室
の
床
面
積
（
特
殊
建
築
物
の
居
室
以
外
の
居
室
が

居
室
の
床
面
積
（
特
殊
建
築
物
の
居
室
以
外
の
居
室
が

Af

Af

換
気
上
有
効
な
窓
そ
の
他
の
開
口
部
を
有
す
る
場
合
に
お

換
気
上
有
効
な
窓
そ
の
他
の
開
口
部
を
有
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
開
口
部
の
換
気
上
有
効
な
面
積
に
二
十
を

い
て
は
、
当
該
開
口
部
の
換
気
上
有
効
な
面
積
に
二
十
を

乗
じ
て
得
た
面
積
を
当
該
居
室
の
床
面
積
か
ら
減
じ
た
面

乗
じ
て
得
た
面
積
を
当
該
居
室
の
床
面
積
か
ら
減
じ
た
面

積
）
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

積
）
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

Ｎ

実
況
に
応
じ
た
一
人
当
た
り
の
占
有
面
積
（
特
殊
建
築

Ｎ

実
況
に
応
じ
た
一
人
当
た
り
の
占
有
面
積
（
特
殊
建
築

物
の
居
室
に
あ
つ
て
は
、
三
を
超
え
る
と
き
は
三
と
、
そ

物
の
居
室
に
あ
つ
て
は
、
三
を
超
え
る
と
き
は
三
と
、
そ

の
他
の
居
室
に
あ
つ
て
は
、
十
を
超
え
る
と
き
は
十
と
す

の
他
の
居
室
に
あ
つ
て
は
、
十
を
超
え
る
と
き
は
十
と
す

る
。
）
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

る
。
）
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

一
の
機
械
換
気
設
備
が
二
以
上
の
居
室
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は

一
の
機
械
換
気
設
備
が
二
以
上
の
居
室
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分

（２）

（２）

、
当
該
換
気
設
備
の
有
効
換
気
量
が
、
当
該
二
以
上
の
居
室
の
そ
れ

に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
換
気
設
備
の
有
効
換
気
量
は
、
当

ぞ
れ
の
必
要
有
効
換
気
量
の
合
計
以
上
で
あ
る
こ
と
。

該
二
以
上
の
居
室
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

必
要
な
有
効
換
気
量
の
合
計
以
上
と
す
る
こ
と
。

及
び

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
衛
生
上
有
効
な
換
気
を
確
保

及
び

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
衛
生
上
有
効
な
換
気
を
確
保

（３）

（１）

（２）

（３）

（１）

（２）

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方

法
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

法
を
用
い
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ハ

中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
に
あ
つ
て
は
、
第
百
二
十
九
条
の

ハ

中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
に
あ
つ
て
は
、
第
百
二
十
九
条
の

二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
衛
生
上
有
効
な
換
気
を
確
保
す

二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
衛
生
上
有
効
な
換
気
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を

用
い
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

用
い
る
構
造
と
す
る
こ
と
。
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ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
構
造
と
し
た
換
気
設
備
以
外
の
換
気
設
備

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
構
造
と
し
た
換
気
設
備
以
外
の
設
備
に
あ

に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
国
土
交

つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大

通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

当
該
居
室
で
想
定
さ
れ
る
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
当
該
居

当
該
居
室
で
想
定
さ
れ
る
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
当
該
居

（１）

（１）

室
内
の
人
が
通
常
活
動
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
空
間
の
炭
酸
ガ
ス

室
内
の
人
が
通
常
活
動
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
空
間
の
炭
酸
ガ
ス

の
含
有
率
を
お
お
む
ね
百
万
分
の
千
以
下
に
、
当
該
空
間
の
一
酸
化

の
含
有
率
を
お
お
む
ね
百
万
分
の
千
以
下
に
、
当
該
空
間
の
一
酸
化

炭
素
の
含
有
率
を
お
お
む
ね
百
万
分
の
六
以
下
に
保
つ
換
気
が
で
き

炭
素
の
含
有
率
を
お
お
む
ね
百
万
分
の
十
以
下
に
保
つ
換
気
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

給
気
口
及
び
排
気
口
に
は
、
雨
水
の
浸
入
又
は
ね
ず
み
、
ほ
こ
り

給
気
口
及
び
排
気
口
か
ら
雨
水
又
は
ね
ず
み
、
ほ
こ
り
そ
の
他
衛

（２）

（２）

そ
の
他
衛
生
上
有
害
な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
設
備
を
設
け
る

生
上
有
害
な
も
の
が
入
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（３）

（３）

中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
に
あ
つ
て
は
、
第
百
二
十
九
条

中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
に
あ
つ
て
は
、
第
百
二
十
九
条

（４）

（４）

の
二
の
五
第
三
項
の
表
の

の
項
及
び

の
項
か
ら

の
項
ま
で
の

の
二
の
五
第
三
項
の
表
の

及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に

（一）

（四）

（六）

（一）

（四）

（六）

中
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
物
又
は
各
構
え
の
床
面
積
の

二

法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
物
又
は
各
構
え
の
床
面
積
の

合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
地
下
街
に
設
け
る
機
械
換
気
設
備
（

合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
地
下
街
に
設
け
る
機
械
換
気
設
備
（

一
の
居
室
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
中
央
管
理
方
式
の
空
気
調

一
の
居
室
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

和
設
備
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
制
御
及
び
作
動
状
態
の
監
視
を
中
央
管

中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
の
制
御
及
び
作
動
状
態
の
監
視
は
、
当

理
室
（
当
該
建
築
物
、
同
一
敷
地
内
の
他
の
建
築
物
又
は
一
団
地
内
の
他

該
建
築
物
、
同
一
敷
地
内
の
他
の
建
築
物
又
は
一
団
地
内
の
他
の
建
築
物

の
建
築
物
の
内
に
あ
る
管
理
事
務
所
、
守
衛
所
そ
の
他
常
時
当
該
建
築
物

の
内
に
あ
る
管
理
事
務
所
、
守
衛
所
そ
の
他
常
時
当
該
建
築
物
を
管
理
す

を
管
理
す
る
者
が
勤
務
す
る
場
所
で
避
難
階
又
は
そ
の
直
上
階
若
し
く
は

る
者
が
勤
務
す
る
場
所
で
避
難
階
又
は
そ
の
直
上
階
若
し
く
は
直
下
階
に

直
下
階
に
設
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
こ
と
が

設
け
た
も
の
（
以
下
「
中
央
管
理
室
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
う
こ
と

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
耐
火
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

（
耐
火
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
百
七
条

法
第
二
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ

第
百
七
条

法
第
二
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
部
分

一

次
の
表
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
に
通
常
の
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に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
部
分
の
存
す

火
災
に
よ
る
火
熱
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合

る
階
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
掲
げ
る
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
に

に
、
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生

、
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ

じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

時

間

建
築
物
の
階

最
上
階
及
び

最
上
階
か
ら

最
上
階
か
ら

最
上
階
か
ら

数
え
た
階
数

数
え
た
階
数

最
上
階

最
上
階

最
上
階

最
上
階

最
上
階

数
え
た
階
数

が
五
以
上
で

が
十
五
以
上

及
び
最

か
ら
数

か
ら
数

か
ら
数

か
ら
数

が
二
以
上
で

十
四
以
内
の

の
階

上
階
か

え
た
階

え
た
階

え
た
階

え
た
階

四
以
内
の
階

階

建

築

物

の

部

分

ら
数
え

数
が
五

数
が
十

数
が
十

数
が
二

た
階
数

以
上
で

以
上
で

五
以
上

十
以
上

が
二
以

九
以
内

十
四
以

で
十
九

の
階

上
で
四

の
階

内
の
階

以
内
の

以
内
の

階

階

建
築
物
の
部
分

間
仕
切
壁
（
耐

間
仕
切
壁
（
耐

一
・
五

力
壁
に
限
る
。

一
時
間

二
時
間

二
時
間

二
時
間

力
壁
に
限
る
。

一
時
間

二
時
間

二
時
間

時
間

壁

）

壁

）

外
壁
（
耐
力
壁

一
・
五

外
壁
（
耐
力
壁

一
時
間

二
時
間

二
時
間

二
時
間

一
時
間

二
時
間

二
時
間

に
限
る
。
）

時
間

に
限
る
。
）

一
・
五

二
・
五

柱

一
時
間

二
時
間

三
時
間

柱

一
時
間

二
時
間

三
時
間

時
間

時
間

一
・
五

床

一
時
間

二
時
間

二
時
間

二
時
間

床

一
時
間

二
時
間

二
時
間

時
間
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一
・
五

二
・
五

は
り

一
時
間

二
時
間

三
時
間

は
り

一
時
間

二
時
間

三
時
間

時
間

時
間

屋
根

三
十
分
間

屋
根

三
十
分
間

階
段

三
十
分
間

階
段

三
十
分
間

備
考

一

こ
の
表
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
階

一

第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
階
数
に
算
入
さ
れ
な

数
に
算
入
さ
れ
な
い
屋
上
部
分
が
あ
る
建
築
物
の
部
分
の
最
上
階

い
屋
上
部
分
が
あ
る
建
築
物
の
当
該
屋
上
部
分
は
、
こ
の
表
の

は
、
当
該
屋
上
部
分
の
直
下
階
と
す
る
。

適
用
に
つ
い
て
は
、
建
築
物
の
最
上
階
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す

二

前
号
の
屋
上
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
中
最
上
階
の
部
分
の

る
。

時
間
と
同
一
の
時
間
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二

こ
の
表
に
お
け
る
階
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一

三

こ
の
表
に
お
け
る
階
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項

項
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
階
の
部
分
の
階
数
は
、

第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
階
の
部
分
の
階
数
は
、
す
べ

全
て
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

て
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
壁
及
び
床
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
通

二

壁
及
び
床
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
一
時

常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
一
時
間
（
非
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お

間
（
非
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分

そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
三
十
分
間
）
加
え
ら
れ
た

に
あ
つ
て
は
、
三
十
分
間
）
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
加
熱
面
以
外
の

場
合
に
、
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
（
屋
内
に
面
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

面
（
屋
内
に
面
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
温
度
が
当
該
面
に
接
す
る
可
燃

温
度
が
当
該
面
に
接
す
る
可
燃
物
が
燃
焼
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
温
度
と
し

物
が
燃
焼
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
温
度
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
温

て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
温
度
（
以
下
「
可
燃
物
燃
焼
温
度
」
と
い
う

度
（
以
下
「
可
燃
物
燃
焼
温
度
」
と
い
う
。
）
以
上
に
上
昇
し
な
い
も
の

。
）
以
上
に
上
昇
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
外
壁
及
び
屋
根
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ

三

外
壁
及
び
屋
根
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
屋
内
に
お
い
て
発
生
す
る
通

ら
に
屋
内
に
お
い
て
発
生
す
る
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
一
時
間
（
非

常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
一
時
間
（
非
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お

耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
及
び
屋

そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
及
び
屋
根
に
あ
つ
て
は
、
三
十
分
間
）
加

根
に
あ
つ
て
は
、
三
十
分
間
）
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
屋
外
に
火
炎
を
出

え
ら
れ
た
場
合
に
、
屋
外
に
火
炎
を
出
す
原
因
と
な
る
き
裂
そ
の
他
の
損

す
原
因
と
な
る
亀
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
窓
そ
の
他
の
開
口
部
を
有
し
な
い
居
室
等
）

（
窓
そ
の
他
の
開
口
部
を
有
し
な
い
居
室
等
）
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第
百
十
一
条

法
第
三
十
五
条
の
三
（
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

第
百
十
一
条

法
第
三
十
五
条
の
三
（
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
窓
そ
の
他
の
開
口
部

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
窓
そ
の
他
の
開
口
部

を
有
し
な
い
居
室
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
窓
そ
の
他
の
開

を
有
し
な
い
居
室
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
窓
そ
の
他
の
開

口
部
を
有
し
な
い
居
室
（
避
難
階
又
は
避
難
階
の
直
上
階
若
し
く
は
直
下
階

口
部
を
有
し
な
い
居
室
（
避
難
階
又
は
避
難
階
の
直
上
階
若
し
く
は
直
下
階

の
居
室
そ
の
他
の
居
室
で
あ
つ
て
、
当
該
居
室
の
床
面
積
、
当
該
居
室
か
ら

の
居
室
そ
の
他
の
居
室
で
あ
つ
て
、
当
該
居
室
の
床
面
積
、
当
該
居
室
の
各

の
避
難
の
用
に
供
す
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
の
構
造
並
び
に
消
火
設
備
、
排

部
分
か
ら
屋
外
へ
の
出
口
の
一
に
至
る
歩
行
距
離
並
び
に
警
報
設
備
の
設
置

煙
設
備
、
非
常
用
の
照
明
装
置
及
び
警
報
設
備
の
設
置
の
状
況
及
び
構
造
に

の
状
況
及
び
構
造
に
関
し
避
難
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣

関
し
避
難
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適

が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
直
通
階
段
の
設
置
）

（
直
通
階
段
の
設
置
）

第
百
二
十
条

建
築
物
の
避
難
階
以
外
の
階
（
地
下
街
に
お
け
る
も
の
を
除
く

第
百
二
十
条

建
築
物
の
避
難
階
以
外
の
階
（
地
下
街
に
お
け
る
も
の
を
除
く

。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
避
難
階
又
は
地
上
に
通

。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
避
難
階
又
は
地
上
に
通

ず
る
直
通
階
段
（
傾
斜
路
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲

ず
る
直
通
階
段
（
傾
斜
路
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
居
室
の
各
部
分
か
ら

げ
る
居
室
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
居
室
か
ら
そ
の
一
に
至
る
歩
行
距

そ
の
一
に
至
る
歩
行
距
離
が
次
の
表
の
数
値
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
な
け

離
が
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表

れ
ば
な
ら
な
い
。

の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

構

造

主
要
構
造

構

造

主
要
構
造

部
が
準
耐

部
が
準
耐

火
構
造
で

火
構
造
で

上
欄
に
掲

あ
る
か
又

そ
の
他
の

あ
る
か
又

げ
る
場
合

は
不
燃
材

場
合

は
不
燃
材

以
外
の
場

料
で
造
ら

（
単
位

料
で
造
ら

合

れ
て
い
る

メ
ー
ト
ル

れ
て
い
る

（
単
位

場
合

）

場
合

メ
ー
ト
ル

（
単
位

（
単
位

）
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メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

居
室
の
種
類

）

居
室
の
種
類

）

第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
該

当
す
る
窓
そ
の
他
の
開
口
部
を
有
し
な

い
居
室
（
当
該
居
室
の
床
面
積
、
当
該

居
室
か
ら
の
避
難
の
用
に
供
す
る
廊
下

そ
の
他
の
通
路
の
構
造
並
び
に
消
火
設

第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
該

備
、
排
煙
設
備
、
非
常
用
の
照
明
装
置

当
す
る
窓
そ
の
他
の
開
口
部
を
有
し
な

及
び
警
報
設
備
の
設
置
の
状
況
及
び
構

三
〇

三
〇

い
居
室
又
は
法
別
表
第
一

欄

項
に

三
〇

三
〇

（一）

（一）

（い）

（四）

造
に
関
し
避
難
上
支
障
が
な
い
も
の
と

掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の

し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

主
た
る
用
途
に
供
す
る
居
室

適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
法
別

表
第
一

欄

項
に
掲
げ
る
用
途
に
供

（い）

（四）

す
る
特
殊
建
築
物
の
主
た
る
用
途
に
供

す
る
居
室

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（二）

（二）

の
項
又
は

の
項
に
掲
げ
る
居
室
以

（一）

（二）

五
〇

四
〇

又
は

に
掲
げ
る
居
室
以
外
の
居
室

五
〇

四
〇

（三）

（三）

（一）

（二）

外
の
居
室

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
換
気
設
備
）

（
換
気
設
備
）

第
百
二
十
九
条
の
二
の
五

建
築
物
（
換
気
設
備
を
設
け
る
べ
き
調
理
室
等
を

第
百
二
十
九
条
の
二
の
五

建
築
物
（
換
気
設
備
を
設
け
る
べ
き
調
理
室
等
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
設
け
る
自
然
換
気
設
備
は
、
次

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
設
け
る
自
然
換
気
設
備
は
、
次

に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

給
気
口
及
び
排
気
口
並
び
に
排
気
筒
の
頂
部
に
は
、
雨
水
の
浸
入
又
は

六

給
気
口
及
び
排
気
口
並
び
に
排
気
筒
の
頂
部
に
は
、
雨
水
又
は
ね
ず
み
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ね
ず
み
、
虫
、
ほ
こ
り
そ
の
他
衛
生
上
有
害
な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め

、
虫
、
ほ
こ
り
そ
の
他
衛
生
上
有
害
な
も
の
を
防
ぐ
た
め
の
設
備
を
す
る
こ

の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

と
。

２

建
築
物
に
設
け
る
機
械
換
気
設
備
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば

２

建
築
物
に
設
け
る
機
械
換
気
設
備
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

給
気
機
の
外
気
取
入
口
並
び
に
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
た
給
気
口
及
び

三

給
気
機
の
外
気
取
り
入
れ
口
並
び
に
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
た
給
気
口

排
気
口
に
は
、
雨
水
の
浸
入
又
は
ね
ず
み
、
虫
、
ほ
こ
り
そ
の
他
衛
生
上

及
び
排
気
口
に
は
、
雨
水
又
は
ね
ず
み
、
虫
、
ほ
こ
り
そ
の
他
衛
生
上
有

有
害
な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

害
な
も
の
を
防
ぐ
た
め
の
設
備
を
す
る
こ
と
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

３

建
築
物
に
設
け
る
中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
の
構
造
は
、
前
項
の

３

建
築
物
に
設
け
る
中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
は
、
前
項
に
定
め
る

規
定
に
よ
る
ほ
か
、
居
室
に
お
け
る
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
そ
れ

構
造
と
す
る
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
が
居
室
に
お
け
る
次
の
表
の
各
項
の
上

ぞ
れ
お
お
む
ね
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
空
気
を
浄

欄
に
掲
げ
る
事
項
が
お
お
む
ね
当
該
各
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

化
し
、
そ
の
温
度
、
湿
度
又
は
流
量
を
調
節
し
て
供
給
（
排
出
を
含
む
。
）

る
よ
う
に
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
温
度
、
湿
度
又
は
流
量
を
調
節
し
て
供
給

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
し
、
か
つ
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生

す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
し
、
か
つ
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上

上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る

支
障
が
な
い
構
造
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

空
気
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一

空
気
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一

浮

遊

粉

じ

ん

の

量

浮

遊

粉

じ

ん

の

量

（一）

（一）

五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

一
酸
化
炭
素
の
含
有
率

百
万
分
の
六
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一
酸
化
炭
素
の
含
有
率

百
万
分
の
十
以
下

（二）

（二）

炭
酸
ガ
ス
の
含
有
率

百
万
分
の
千
以
下
で
あ
る
こ
と
。

炭
酸
ガ
ス
の
含
有
率

百
万
分
の
千
以
下

（三）

（三）

一

十
八
度
以
上
二
十
八
度
以
下
で
あ

一

十
七
度
以
上
二
十
八
度
以
下

る
こ
と
。

二

居
室
に
お
け
る
温
度
を
外
気
の
温

二

居
室
に
お
け
る
温
度
を
外
気
の
温

温

度

温

度

（四）

（四）

度
よ
り
低
く
す
る
場
合
は
、
そ
の
差

度
よ
り
低
く
す
る
場
合
は
、
そ
の
差

を
著
し
く
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
著
し
く
し
な
い
こ
と
。

。
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四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
七
十
パ
ー
セ
ン

四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
七
十
パ
ー
セ
ン

相

対

湿

度

相

対

湿

度

（五）

（五）

ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ト
以
下

一
秒
間
に
つ
き
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下

気

流

気

流

一
秒
間
に
つ
き
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下

（六）

（六）

で
あ
る
こ
と
。

こ
の
表
の
各
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
各
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
測
定
方
法
は
、
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
。

（
両
罰
規
定
の
対
象
と
な
る
多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
築
物
）

（
両
罰
規
定
の
対
象
と
な
る
多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
築
物
）

第
百
五
十
条

法
第
百
五
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ

第
百
五
十
条

法
第
百
五
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
第
十
四
条

る
も
の
と
す
る
。

の
二
に
規
定
す
る
建
築
物
と
す
る
。

一

法
別
表
第
一

欄
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
う
ち
階
数

（
新
設
）

（い）

が
三
以
上
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

二

事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
法
第
六
条
第

（
新
設
）

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
。
）
の
う
ち
階
数
が
五
以
上
で
延

べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
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